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Ⅰ　はじめに
　タイ王国（以下「タイ」という）は、インドシナ
半島の中央部に位置する、人口約6700万人の立憲君
主制国家である。多くのアジア諸国と異なり、西欧
列強により植民地支配されることなく、現在まで独
立を維持してきた。
　従来より、製造業を中心とする多くの日本企業が、
タイ企業との貿易を行い、またタイに対する投資を

行ってきたことから、タイは、日本企業にとって経
済的な結び付きが強い国となった。タイは、急速な
発展を続けるメコン経済の中心に位置する国として、
今後も、日本企業にとって最重要投資先の一つであ
り続けるであろう。
　このようなタイの重要性に鑑みると、タイの知的
財産法の制度、実務運用及び改正動向等について知
ることは、非常に重要であるといえる。
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　そこで、今回は、タイの知的財産法の概要を紹介
することとしたい２。

Ⅱ　知的財産法全般
１　概要

タイの法制度は、日本等と同じく、いわゆる「大
陸法系」に属し、成文法を法体系の中心に置いて
いる。

タイは、歴史的に欧米諸国による植民地支配を
受けなかったため、他の多くのアジア諸国のよう
に宗主国の法制度の影響を強く受けるということ
はなかったが、フランス、英国、ベルギー等の西
洋の法律家を法律顧問として招聘して、基本的な
法制度を構築した。

タイの知的財産法制度は、主に、特許法、商
標法、著作権法、営業秘密法、地理的表示保護法、
集積回路配置設計保護法、植物品種保護法、CD
製品製造保護法等により構成されている３。また、
知的財産権に関する裁判所の判例も、事実上、重
要な役割を果たしている。

タイは、知的財産権に関する多くの国際条約
にも加盟している。例えば、パリ条約、WIPO設
立条約、WTO協定、TRIPS協定、特許協力条約

（PCT）、標章の国際登録に関するマドリッド協定
議定書、文学的及び美術的著作物の保護に関する
ベルヌ条約等である。

知的財産権に関連するタイの政府機関の
うち最も主要なものである「商務省知的財産
局 」（Ministry of Commerce, Department of 
Intellectual Property（DIP））は、主に特許、小特許、
意匠及び商標の出願の受理・審査・登録等の業務
を行っている。

２　外資誘致のための政策で知財に関連するもの
タイは、近年、外資誘致のためのさまざまな

政策を導入している。その中で知財に関連する
ものとして、国際地域統括本部（International 
Headquarters（IHQ））がある。これは、「国外の
１社以上の関連会社に対し、経営管理・技術・支
援・財務管理等のサービスを行う国内企業」のこ
とであり、さまざまな優遇を受けることができる。

歳入庁からIHQの認定を受けるための要件は、
以下のとおりである。
①会計年度末における払込済み登録資本金が、

1,000万バーツ以上であること。

②１カ国以上の外国の関連会社又は支店に対し、
管理サービス又は財務サービス等の統括機能
サービスを行っていること。

③年間1,500万バーツ以上の販売費及び一般管理費
（駐在員給与等の人件費等を含む）を計上すること。
優遇措置は、投資委員会（Board of Investment 

（BOI））が付与するものと、歳入局が付与するも
のとがある。

投資委員会（BOI）がIHQに付与する優遇措置
としては、輸出製品の製造のための原材料の輸入
関税の免除、外貨送金・ビザ・労働許可・土地所
有の許可等の便宜等がある。

歳入局がIHQに付与する優遇措置としては、15
会計年度にわたり、特定の収入（国外関連会社に
対する統括機能サービスによる収入、国外関連会
社からのロイヤルティ・配当金収入、国外関連会
社の株式譲渡収入等）についての法人所得税の免
税、特定の収入（国内関連会社に対する統括機能
サービスによる収入、国内関連会社からのロイ
ヤルティ収入）についての法人所得税の軽減税率

（10％）の適用、外国人被用者の国内源泉所得の個
人所得税率が15％に引き下げられること、IHQが
支払う配当金・利子の源泉税の免除、IHQが受け
取る貸付金利子の特別事業税の免除等がある。

Ⅲ　特許
１　概要

タイでは、TRIPS協定で定められた要件を満た
すため、1999年に特許法が改正された。2008年８
月には、タイにおいてもパリ条約が発効したため、
タイに特許出願を行う際、パリ条約に基づく優
先権主張が可能となった。また、2009年12月には、
特許協力条約（PCT）も発効したため、国際特許
出願も可能となった。2017年現在も、新たな改正
が検討されている。

タイの特許法は、発明特許、意匠及び小特許に
ついて規定している。小特許は、実用新案に類似
するものであるが、特許法は、小特許について発
明特許の多くの規定を準用しているため、本稿で
は、まず発明特許について概要を説明し、その後、
小特許の特徴を紹介することとしたい。意匠につ
いては、項を改めて述べたい。

２　発明・特許
特許法によると、「発明」とは、新しい製品若し


